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消防本部では、いざという時に役立つ心肺蘇生
法やAEDの使用方法の講習会を下表の通り開催
します。
普通救命講習Ⅰ・Ⅱは主に成人に対する講習で、
普通救命講習Ⅱは福祉施設職員やスポーツインス
トラクターなど、職業上心肺停止者への応急対応
を期待される人（一般も可）が対象です。
普通救命講習
Ⅲは主に小児
（乳児を含む）
に対する心肺蘇
生法実技講習で
す。定員は各
コース先着 40
人。各受付開始
日以降に直接同
本部消防課窓口
で申し込みを。
詳しくは同課☎
(759)9980 へ。

普通救命講習会
オープニングの県警音楽隊の演奏を皮切り

に、ゆるキャラによる交通安全教室や自転車シ
ミュレーター、Honda セーフティナビ（四輪
シミュレーター）、子ども警察官撮影会（白バ
イと記念撮影〈カメラ持参〉）などのイベント
を行います。
賞品が当たる交通安全クイズ大会やバルーン

アート、藤ヶ丘幼稚園親子コーラスも。
当日は交通安全の啓発グッズを配布します

（数量限定）。当日会場へ。
とき　４月６日㈰午前 11時―午後３時
ところ　アステ川西ぴぃぷぅ広場

川西交通安全フェア

春の全国交通安全運動
４月６日㈰から 15日㈫まで「春の全国交通安

全運動」が展開されます。
交通事故の発生を少しでも減らすため「子ども

と高齢者の交通事故防止」を基本に、①自転車の
安全利用の推進（特に「自転車安全利用五則」の
周知徹底）②すべての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底③飲酒運転の根
絶④夕暮れ時の交通事故防止―の４つを運動の重
点に掲げます。
また、４月 10日㈭は「交通事故死ゼロをめざ

す日」です。春は入学・入園など子どもにとって
交通環境が大きく変わる季節です。子どもと高齢
者を見かけたら速度を落とすなど、優しい運転を
心がけましょう。詳しくは道路管理課☎（740）
1184 へ。

４月 27日に市税と保険税（料）、
保育料・育成料の
休日納付相談窓口を開きます

就学指導保護者説明会
６月から、27年度の市立小学校入学予定者で、

特別な支援を必要とする幼児を対象に、就学指導
を実施します。申し込みは在園・所の幼稚園、保
育園（所）から。なお、保護者を対象にした説明
会を４月 23 日㈬午前 10 時から、教育情報セン
ター研修室で行います。詳しくは学校指導課☎
（740）1254 へ。

高等技能訓練促進費の
申請をお忘れなく
ひとり親家庭の父または母が自立に向け、看護

師や介護福祉士、理学療法士などの資格を取得す
るため２年以上養成機関で修業する場合、高等技
能訓練促進費が支給されます。
支給額は月額 10万円または７万 5,000 円（所

得制限などの受給要件あり）で、支給期間の上限
は２年まで。
支給は申請のあった月からです。現在、同促進

費を受給している人は４月 30日㈬までに更新手
続きをしてください。詳しくは子育て・家庭支援
課☎（740）1179 へ。

児童扶養手当と特別児童扶養手当が、４月分
（８月支給）から消費者物価指数の上昇（0.4％）
と特例水準解消に伴う引き下げ（0.7％）により、
0.3％減額となります。
ひとり親家庭の父または母などに支給してい

る児童扶養手当は、児童１人の場合、４万 1,020
円から 9,680 円までとなり、２人目は 5,000 円、
３人目以降は 3,000 円を加算した額になります。
中度から重度の障害がある児童を養育している人
に支給している特別児童扶養手当は１級の場合
４万 9,900 円、２級の場合は３万 3,230 円とな
ります。詳しくは子育て・家庭支援課☎（740）
1179 へ。

扶養手当の額が変わります

【普通救命講習Ⅰ】　（3時間講習）

※都合により開催日を変更する場合があります

 4 月15日㈫ 13:00～16:00

13:00～16:00  5月12日㈪

13:00～16:00  6月14日㈯ 5月19日㈪

4月21日㈪

　【普通救命講習Ⅱ】　 （4時間講習）

 5 月26日㈪ 13:00～16:00  5月  7日㈬

開催日 講習時間 受付開始日

開催日 講習時間 受付開始日

 4月  2日㈬

　【普通救命講習Ⅲ　 （】 3時間講習）

4月25日㈮

 6 月25日㈬ 6月 2日㈪

 4月  2日㈬

開催日 講習時間 受付開始日

13:00～17:00

13:00～17:00

16 年から一般市民の
AED（自動体外式除細動
器）使用が認められ、そ
の後、設置台数は急増し
ています。尊い命を救う
ためには、AED がいつ
でも誰でも使える場所に
設置され、地域住民や救
急医療に関わる機関がそ
の設置場所を知ってお
り、適切に管理されてい
ることが大切です。
消防本部ホームページには「AEDマップ」が

掲載されています。新たにAEDを設置した、ま
たはすでに設置しているが「AEDマップ」に掲
載されていない事業所や施設は、掲載の協力をお
願いします。詳しくは消防本部消防課☎（759）
9980 へ。

「AEDマップ」掲載に
ご協力を市が実施する「きんたくんの夢プロジェクト」

に、多くの市民の皆さんや市内の事業所などか
ら温かい支援が届けられました。頂いた切手な
どは、困難に立ち向かう子どもたちの夢をかな
える支援を行っている団体の活動資金の一部と
して、「あしなが育英会」「メイク・ア・ウィッ
シュオブジャパン」に届けました。詳しくはこ
ども・若者政策課☎（740）1246 へ。
使用済み切手＝ 19.49 ㌔▷使用済みクオ

カードなど＝ 29,187 枚▷未使用のハガキ・年
賀状＝ 1,306 枚▷その他未使用の切手など

　４月１日から、消費税が５％から８％になります。引き上げ分はすべて社会保障の財源となります。詳しく
は伊丹税務署☎（779）6121へ。

●消費税率が上がります

４月１日㈫から６月２日㈪まで（土・日曜日、
祝日を除く）、市役所２階の資産税課で、26年度
固定資産税の納税者本人および本人の委任を受け
た代理人に限り、土地や家屋の評価額などが記載
された縦覧帳簿を縦覧できます。詳しくは同課☎
（740）1133 へ。

固定資産税価格などの縦覧

温かい支援が届きました
きんたくんの夢プロジェクト

市制施行 60周年

きんたくんやはばタンが登場！
賞品が当たるクイズ大会も

バルーンアートもあるよ

【問合せ】道路管理課☎（740）1184

市
政

じ
ょ
う
ほ
う

子
育
て
応
援

コ
ー
ナ
ー

ぎ
ゅ
っ
と

ア･

ラ･

カ
ル
ト

相 

談 

日

ま
ち
の
話
題

求
人
・
募
集

案
内

発
表
・
鑑
賞

催
し
・
セ
ミ
ナ
ー

公 

民 

館 

中
央
図
書
館

い
き
い
き
熟
年

ス
ポ
ー
ツ

ご
み
の
日
程
表

健
康
・
福
祉

４月27日㈰午前９時半から午後４時まで、市役
所１階の保険収納課☎（740）1177と長寿・介
護保険課☎（740）1148、同２階の市税収納課
☎（740）1134と児童保育課☎（740）1175で。


